
新設（対等）合併を
平成16年10月1日を目標に！

1　

　第２回「伊方町・瀬戸町合併協議会」が10月25日（金）に瀬戸町役場大会
議室で開催されました。
　22の合併協議項目のうち、「合併の方式」を『新設（対等）合併』とすることに
決定しました。
　新設(対等)合併の場合「新町の名称」「新町の事務所の位置」「条例、規則等の
取り扱い」「機構及び組織」などについては、両町が廃されるため新しく定めな
ければなりません。さらに、合併後のまちづくりビジョンを示すために「新町
建設計画」を作成することになります。

新設（対等）合併を
平成16年10月1日を目標に！
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１
　
議
決
さ
れ
た
事
項

　
議
案
と
し
て
次
の
事
項
に
つ
い

て
審
議
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
○
合
併
協
定
項
目
の
協
議
ス
ケ

　
　
ジ
ュ
ー
ル
及
び
協
議
方
針
に

　
　
つ
い
て

　
・
合
併
協
議
項
目
の
協
議
完
了

　
　
目
標
期
日
を
平
成
十
五
年
十

　
　
二
月
二
十
五
日
に
設
定
し
ま

　
　
し
た
。

　
・
基
本
方
針
の
も
と（
別
途
記
載
）

　
　「
住
民
サ
ー
ビ
ス
は
高
い
水

　
　
準
に
」、「
住
民
負
担
は
低
い

　
　
水
準
に
」と
い
う
手
法
で
事

　
　
務
事
業
の
調
整
を
図
る
方
針

　
　
を
決
定
し
ま
し
た
。

２
　
協
議
さ
れ
た
事
項

 

（
継
続
協
議
）

　
第
一
回
協
議
会
で
提
案
さ
れ
た

次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、

確
認
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
○
合
併
の
方
式
に
つ
い
て

　
　「
伊
方
町
、
瀬
戸
町
を
廃
し
、

　
　
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い

　
　
町
を
設
置
す
る
新
設（
対
等
）

　
　
合
併
と
す
る
。
」

　
○
合
併
の
期
日
に
つ
い
て

　
　「
合
併
の
目
標
期
日
を
平
成

　
　
十
六
年
十
月
一
日
ま
で
と
す

　
　
る
。

　
　
な
お
、
合
併
期
日
に
つ
い
て

　
　
は
、
あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
。」

☆
基
本
方
針

①
一
体
性
確
保
の
原
則

　
・
新
町
に
移
行
す
る
際
、
住
民

　
　
生
活
に
支
障
の
な
い
よ
う
速

　
　
や
か
な
一
体
性
の
確
保
に
努

　
　
め
る
。

②
住
民
福
祉
向
上
の
原
則

　
・
住
民
サ
ー
ビ
ス
及
び
住
民
福

　
　
祉
の
向
上
に
努
め
る
。

③
負
担
公
平
の
原
則

　
・
負
担
公
平
の
原
則
に
た
ち
、

　
　
行
政
格
差
を
生
じ
な
い
よ
う

　
　
努
め
る
。

④
健
全
な
財
政
運
営
の
原
則

　
・
新
町
に
お
い
て
、
健
全
な
財

　
　
政
運
営
に
努
め
る
。

⑤
行
政
改
革
推
進
の
原
則

　
・
行
政
改
革
の
観
点
か
ら
事
務

　
　
事
業
の
見
直
し
に
努
め
る
。

⑥
適
正
規
模
準
拠
の
原
則

　
・
自
治
体
の
規
模
に
見
合
っ
た

　
　
事
務
事
業
の
見
直
し
に
努
め

　
　
る
。

（
新
規
協
議
）

　
次
の
項
目
に
つ
い
て
各
小
委
員

会
に
付
託
・
検
討
し
、
協
議
会
で

協
議
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。

　
○
新
町
の
名
称
に
つ
い
て

　
○
新
町
の
事
務
所
の
位
置
に
つ

　
　
い
て

　
○
機
構
及
び
組
織
の
取
扱
い
に

　
　
つ
い
て

　
○
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
○
町
議
会
議
員
の
任
期
及
び
定

　
　
数
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
○
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
及

　
　
び
定
数
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
○
条
例
・
規
則
の
取
扱
い
に
つ

　
　
い
て

　
○
新
町
将
来
構
想
の
策
定
及
び

　
　
新
町
建
設
計
画
の
作
成
に
つ

　
　
い
て

３
　
そ
の
他

　
○
合
併
重
点
支
援
地
域
指
定
要

　
　
望
に
つ
い
て

　
国
の
示
す
「
市
町
村
合
併
支
援

プ
ラ
ン
」
に
沿
っ
て
、
積
極
的
な

支
援
に
よ
り
個
性
あ
ふ
れ
る
ま
ち

づ
く
り
を
実
施
す
る
た
め
に
、
早

期
に
要
望
す
る
こ
と

に
つ
い
て
確
認
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
回
協
議
会
の
報
告

第
二
回
協
議
会
の
報
告

合
併
協
定
項
目
の
協
議
原
則

合
併
協
定
項
目
の
協
議
原
則

※その他協議事項のうち、各種事務事業の取り扱いについては、住民の負担・利益に関する事項を優先的に協議する。

協 議 項 目 の 協 議 ス ケ ジ ュ ー ル

区 分 基 本 的 協 議 項 目

①合併の方式
※②合併の時期
※③新町の名称の
　　決定作業方法の確認
④事務所の位置
⑤財産の取扱い

②合併の時期（確定）

③新町の名称（確定）

⑦農業委員会委員の任期及び定
　数の取扱い
⑧地方税の取扱い
⑪地域審議会の取扱い

⑥町議会議員の任期及び定数の
　取扱い
⑨一般職の身分の取扱い

⑩新町将来構想の策定及び新町
　建設計画の作成

・『合併協定項目の協議方針』
　　の協議決定

・『事務事業の合併調整方針』
　　の協議決定

特 例 法 に 規 定 す る 項 目 そ の 他 協 議 事 項

任
意
協
議
会
で
の
協
議

法

定

協

議

会

で

の

協

議

⑬条例・規則の取扱い
⑯使用料・手数料の取扱い
⑱補助金・交付金の取扱い
　慣行の取扱い

⑲行政連絡機構の取扱い
⑫特別職の身分の取扱い

⑭機構及び組織

⑰公共的団体の取扱い
⑮一部事務組合等の取扱い

⑳町字名の取扱い

21

※
十
一
月
十
四
日
付
で

　
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
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☆
伊
方
町
・
瀬
戸
町
合
併
協
議

会
規
約
第
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
四
つ
の
小
委
員

会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
合
併
協
議
会
の
中
で
協
議
す

る
合
併
協
議
項
目
に
つ
い
て
は
、

住
民
の
関
心
が
高
く
、
よ
り
多

く
の
住
民
の
声
を
集
約
す
る
必

要
性
の
高
い
項
目
や
、
専
属
的

な
項
目
、
専
門
性
が
高
く
掘
り

下
げ
た
協
議
検
討
を
要
す
る
項

目
な
ど
の
た
め
、
各
小
委
員
会

に
付
託
し
、
委
員
の
皆
様
が
発

言
し
や
す
い
小
さ
な
組
織
で
協

議
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　
協
議
結
果
は
、
合
併
協
議
会

の
全
体
会
議
に
委
員
会
の
報
告

と
し
て
提
案
さ
れ
、
決
定
・
確

認
が
な
さ
れ
た
ら
協
議
の
完
了

と
な
り
ま
す
。
継
続
的
に
期
間

を
か
け
て
協
議
さ
れ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
、
連
携
を
と
り
な
が

ら
原
案
の
作
成
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。

◎
各
小
委
員
会
の
構
成
・
役
割

に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
住
民
小
委
員
会

　
《
調
査
・
審
議
事
項
》

　
①
新
町
の
名
称

　
②
地
方
税
の
取
扱
い

　
③
使
用
料
、
手
数
料
の
取
扱
い

　
④
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

　
⑤
行
政
連
絡
機
構
の
取
扱
い

　
⑥
町
字
名
の
取
扱
い

　
⑦
慣
行
の
取
扱
い

　
⑧
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

　
　
ほ
か
協
議
会
か
ら
付
託
さ

　
　
れ
た
事
項

【
委 
員 

長
】
宮
下 

　
寛

【
副
委
員
長
】
田
中 

康
司

【
委
　
　
員
】

　
廣
瀬 

秀
晴
　
阿
部 

道
忠

　
大
森 

次
郎
　
井
上 
喜
代
男

　
藤
井 

順
子
　
佐
々
木
喜
美
香

○
行
政
組
織
小
委
員
会

　
《
調
査
・
審
議
事
項
》

　
①
事
務
所
の
位
置

　
②
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

　
③
機
構
及
び
組
織

　
④
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

　
⑤
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

　
　
ほ
か
協
議
会
か
ら
付
託
さ

　
　
れ
た
事
項

【
委 

員 

長
】
山
口 

和
哉

【
副
委
員
長
】
井
戸
本
昭
夫

【
委
　
　
員
】

　
上
野
　 

守
　
上
田 

 

實

　
小
林 

栄
喜
　
山
本 

眞
平

　
二
宮 

定
正
　
宮
本 

敏
光

○
総
務
小
委
員
会

　
《
調
査
・
審
議
事
項
》

　
①
財
産
の
取
扱
い

　
②
町
議
会
議
員
の
任
期
及
び

　
　
定
数
の
取
扱
い

　
③
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期

　
　
及
び
定
数
の
取
扱
い

　
④
一
般
職
の
身
分
の
取
扱
い

　
⑤
条
例
・
規
則
の
取
扱
い

　
⑥
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取
扱
い

　
⑦
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

　
　
ほ
か
協
議
会
か
ら
付
託
さ

　
　
れ
た
事
項

【
委 

員 

長
】
樋
田
　 

剛

【
副
委
員
長
】
阿
部 

好
晴

【
委
　
　
員
】

　
得
能 
鶴
利
　
久
世 

隆
博

　
木
下
　 
清
　
福
島 

朝
行

　
古
田
宇
佐
彦
　
谷
口 

利
治

○
企
画
小
委
員
会

　
《
調
査
・
審
議
事
項
》

　
①
新
町
将
来
構
想
の
策
定
及

　
　
び
新
町
建
設
計
画
の
作
成

　
②
地
域
審
議
会
の
取
扱
い

　
③
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

　
　
ほ
か
協
議
会
か
ら
付
託
さ

　
　
れ
た
事
項

【
委 

員 

長
】
石
崎 

照
夫

【
副
委
員
長
】
中
藤
　 

勇

【
委
　
　
員
】

　
大
星 

政
人
　
二
宮 

英
喜

　
田
縁
柳
太
郎
　
藤
村 

泰
昭

　
篠
川 

晴
子
　
河
野
ヤ
ヨ
イ

第
二
回
合
併
協
議
会
で
付
託

さ
れ
た
案
件
（
太
字
）
に
つ

い
て
第
一
回
目
の
各
小
委
員

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

小
委
員
会
に
つ
い
て

第１回住民小委員会開催
平成14年11月13日（水）

第１回総務小委員会開催
平成14年11月11日（月）
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【
新
町
建
設
計
画
っ
て
何
？
】

　
新
町
建
設
計
画
は
、
合
併
協
議
会
が

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
作
成
す
る
合
併

後
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
で
、
重
要
な
合
併

協
議
項
目
で
す
。

☆
策
定
上
の
ポ
イ
ン
ト

 
①
計
画
が
単
に
ハ
ー
ド
面
の
整
備
だ

　
　
け
で
な
く
、
ソ
フ
ト
面
に
も
配
慮

　
　
し
た
計
画
に
す
べ
き
で
あ
る
。

 
②
計
画
の
内
容
が
実
現
困
難
な
も
の

　
　
と
な
っ
た
り
、
単
に
合
併
関
係
市

　
　
町
村
の
総
合
計
画
を
つ
な
ぎ
合
わ

　
　
せ
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
真

　
　
に
合
併
市
町
村
の
建
設
に
資
す
る

　
　
事
業
を
選
び
、
合
理
的
で
健
全
な

　
　
財
政
運
営
に
裏
付
け
ら
れ
た
着
実

　
　
な
計
画
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 
③
合
併
市
町
村
に
お
け
る
旧
市
町
村

　
　
意
識
を
早
期
に
解
消
し
、
新
町
の

　
　
建
設
を
進
め
る
た
め
の
推
進
基
盤

　
　
を
確
立
す
る
。

 
④
市
町
村
計
画
が
そ
の
実
施
を
通
じ

　
　
て
地
域
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を

　
　
実
現
し
、
地
域
住
民
の
生
活
水
準

　
　
・
文
化
水
準
を
高
め
る
と
い
う
役

　
　
割
を
担
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
併

　
　
せ
て
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
を

　
　
図
る
必
要
が
あ
る
。

 
⑤
合
併
に
伴
う
役
場
庁
舎
等
の
廃
止

　
　
等
に
よ
り
寂
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

　
　
懸
念
さ
れ
る
地
域
に
つ
い
て
、
振

　
　
興
整
備
等
の
方
策
が
明
確
に
位
置

　
　
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

合
併
豆
知
識
①

【合併協議会のご案内】

■伊方町・瀬戸町合併協議会専門部会名簿■

　協議会は、公開を原則としており、傍聴することができます。
　なお、会場の都合等で傍聴を制限する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。

【第３回 合併協議会】
日 時 ■ 平成14年11月25日（月）

　　　　14時～

場 所 ■ 伊方町役場 全員協議会室

【第４回 合併協議会】
日 時 ■ 平成14年12月12日（木）

　　　　14時～

場 所 ■ 瀬戸町役場 大会議室

●ご意見をお寄せ下さい●

合併に関する皆様のご意見をお寄せ下さい。

＊伊方町・瀬戸町合併協議会事務局 
　　　Te l：（0894）38-2670  
　　　Fax：（0894）38-2669 

＊伊方町役場企画財政課 
Te l：（0894）38-0211（代）
Fax：（0894）38-2669（代）

＊瀬戸町役場総務課     
Te l：（0894）52-0111（代）
Fax：（0894）52-0570（代）

※ 合 併 担 当 窓 口

総 務 部 会

伊方町

収入役

松田勝彦

副収入役

末光友幸

収入役

竹下昌光

議会事務局長

濱田洋一

建設課長

◎鎌土勝利

建設課長補佐

富永正司

住民課長

○三根生章

町民課長

◎橋本伸一

教育長

菊池傳治

教育長

濱松為俊

総務課長

◎菊池和彦

町長公室長

岡市徳広

総務課長

○森口又兵衛

町民課長

橋本伸一

水道課長

山下和彦

福祉課長

中井一男

福祉課長

岡田　包

総務学校教育課長

○大山忠義

学校教育課長

◎阿部静明

企画財政課長

濱口市作

議会事務局長

松本安幸

企画課長

近田三郎

農林水産課長

川田邦男

産業課長

三好賢治
企画課長

近田三郎

保健環境課長

上野修二

診療所事務長

三好正弘

生涯学習課長

井上島男

生涯教育課長

濱田英昭

税務課長

奥田総一郎

会計室長

梶原　武

商工観光課長

山口保清伊方町

瀬戸町

瀬戸町

伊方町

瀬戸町

伊方町

瀬戸町

厚 生 部 会

文 教 部 会

産業建設部会

【 敬 称 略】◎ 部会長　○ 副部会長

※お気軽にお問い合わせ下さい。

①
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き

　
継
ぐ
。

②
合
併
時
ま
た
は
合
併
後
に

　
ど
ち
ら
か
の
町
に
合
わ
せ
る
。

③
合
併
時
ま
た
は
合
併
後
に

　
新
た
に
制
度
を
設
け
る
。

④
合
併
時
ま
た
は
合
併
後
に

　
廃
止
の
方
向
で
検
討
す
る
。

　
二
町
で
異
な
る
行
政
制
度
や

住
民
サ
ー
ビ
ス
・
住
民
負
担
の
問

題
点
や
対
応
策
を
検
討
し
、一
元

化
を
図
る
た
め
に
、調
整
案
を
作

成
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
住
民
生
活
に
重
大
な
影
響
を

与
え
る
も
の
や
格
差
の
著
し
い
事

務
事
業
な
ど
、協
議
会
で
協
議
が

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、専
門
部

会
で
調
整
案
を
作
成
し
、合
併
協

議
項
目
ご
と
に
ま
と
め
、協
議
会

へ
提
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

十
月
十
八
日
、瀬
戸
町
民
セ

ン
タ
ー
に
て
第
一
回
専
門
部

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
専
門
部
会
は
両
町
職
員
で

四
部
会
で
構
成
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
や
制

度
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
・
分

析
を
行
い
事
務
事
業
一
元
化

作
業
を
行
い
ま
す
。

専
門
部
会
が
発
足

専
門
部
会
が
発
足

事
務
事
業
一
元
化
作
業
と
は
？

【
調
整
方
針
の
分
類
】


